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議会議員及び農業委員会委員の定数及び任期の取扱いに関する 

小委員会検討結果報告書 

  
 

平成１５年１０月２４日 
 
 

田沢湖・角館・西木合併協議会 
会長 田沢湖町長 佐 藤 清 雄  様 
 
 

議会議員及び農業委員会委員の定数 
及び任期の取扱いに関する小委員会 

委員長   山 本 陽 一 
 
 

平成 15 年 6 月 27 日開催の第３回合併協議会で付託されました、議会議員及

び農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについての小委員会における検討結

果について、小委員会設置規程第７条の規定により次のとおり報告します。 
 

記 
 
１．付託された協議事項 

協議案第 １０号  議会議員の定数及び任期の取扱い 
  協議案第 １１号  農業委員会委員の定数及び任期の取扱い 
 
２．会議の経過等 
 【第１回会議】 

○開催日時・場所 

  ７月１５日（火）午後２時から 田沢湖町役場３階 第４・５会議室 
○協議内容 

 （1）議会議員の定数及び任期の取扱いについて検討 
 （2）農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて検討 
 ○協議経過等 

会長のあいさつ後、付託された協議事項「議会議員の定数及び任期の取扱

い」、「農業委員会委員の定数及び任期の取扱い」についての概要や合併特
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例法における特例措置の解説や、メリット・デメリット等について、他の

協議会の実例を交えながら、事務局から詳細な説明を受けた後、付託協議

事項の検討を行っております。 
  

【第 2 回会議】 

○開催日時・場所 
8 月 ７日（木）午後 1 時 30 分から 西木村総合開発センター農林研修室 

○協議内容 
(1) 正副委員長の互選 
(2) 委員会スケジュール（案）について 
(3) 議会議員の定数及び任期の取扱いについて検討 
(4) 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて検討 

○協議経過等 
委員会開会後、正・副委員長の互選を行い、スケジュールを決定しており

ます。その後、付託協議事項について、順次協議を行っております。さら

に、各委員の考え方について意見を伺い、詳しい検討を行っております。 
役職名 町 村 名 氏    名   備    考 

委 員 長 田沢湖町  堀 川 光 博  
副委員長 角 館 町  山 本 陽 一  
副委員長 西 木 村 藤 井 けい子  

 【第 3 回会議】 

  ○開催日時・場所 
  8 月２５日（月）午後１時 30 分から 西木村総合開発センター農林研修室 

○協議内容 
(1) 議会議員の定数及び任期の取扱いについての各町村議会の意向調査 
(2) 議会議員の定数及び任期の取扱いについて検討 

 (3) 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについての検討 
○協議経過等 
委員会開会後、各町村議会議長より、「議会議員の定数及び任期の取扱い」

について、現時点の議会の意向等について意見を聞いた後、付託された協

議事項について、順次協議を行っております。 
各議会の概ねの状況は、次のとおりでした。 
 
 
 
 



 3

各 町 村 議 会 の 状 況 
議 会 名 各 町 村 議 会 の 意 向 等 

 
田沢湖町議会 

「合併特例法による在任特例を適用する」という意向で、

在任期間は、１年６か月を考えている。 
特例期間終了後の定数は、まだ、検討していないが、法定

定数の２６人が適当との発言もある。 

 
角館町議会 

 「合併特例法による特例を適用しない」で合併後５０日以

内に市長選と同時に設置選挙を行う。 
 定数は、最初は２６人で、２４人、２２人と削減していく

べきと考えている。 
 
 
西木村議会 

「合併特例法による在任特例を適用する」という意向で、

在任期間は、協議していないが 2 年、1 年６か月には、こだ

わらない。 
特例期間終了後の定数は、行政区が広いので、２３人～２

５人が適当と考えている。 
 
【第 4 回会議】 

○開催日時・場所 
  9 月１２日（金）午後 1 時 30 分から 西木村総合開発センター農林研修室 
   ○協議内容 
 (1) 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについての各町村農業委員会 

の意向調査 
(2) 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて検討 
(3) 議会議員の定数及び任期の取扱いについての検討 

   ○協議経過等 
委員会開会後、堀川小委員長より提出された辞任願いを受理し、新委員長 
に山本副委員長、副委員長に小松委員を選任しております。 

  その後、3 町村の各農業委員会会長より、「農業委員会委員の定数及び任期

の取扱い」について、意向を伺う予定であったが、9 月 9 日付けで協議会

会長あてに、要望書が提出されており、3 町村の意見集約がなされている

ということで、３町村の農業委員会を代表して田沢湖町の農業委員会会長

より、要望書の説明を伺い、その後、意向等について意見を聞き、付託さ

れた協議事項について、順次協議を行っております。 
各農業委員会の意向は 3 町村とも同じで、次のとおりでした。 
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区  分 3 町村農業委員会の意向 
任期の取扱いについ 
て 

3 町村とも、農業委員会等に関する法律第 34 条第 1 項の（境

界変更の場合の特例）規定を適用し、合併後 3 町村の農業委

員会をそのまま引き継ぎ、平成 17 年 7 月 19 日の任期満了まで

在任する。（選挙委員 35 人、選任委員 15 人 計 50 人） 

【理 由】 

設置選挙となった場合、選挙後会長が選任されるまで空 
白期間が生じ、農業委員会の行うべき、「農地の競売の適格

証明」、「耕作証明」、「贈与税・相続税の納税猶予に関する

適格者証明」等の証明発行等農地法の事務処理ができなく

なり事務が滞る。その間、農業者が不利益を被る。また、

選任の委員も在任することができること。 

選挙委員の定数及び 
選挙区について 
 
 

定数基準いっぱいの３０人とする。選挙区については、

旧町村毎に選挙区を設置してほしい。なお、農委法適用後

は、3 町村に一つの農業委員会とする。 
【理 由】 

農委法の特例適用後の選挙委員の定数は、合併後一人当 
りの農業委員の担当する地域が相当広域化することが予想

されることから、定数基準いっぱいの３０人とする。 
 選挙区については、合併に伴って農業委員会の区域が広 
域化する中で、地域の実情把握や地域バランスを考慮し、 
地域に密着した農業委員会活動を強化しなければならない 
ことから、旧町村毎に選挙区を設置する。選挙区が一つだ 
と、面積が広く地域が偏ることが考えられる。 

 
【第 5 回会議】 

○開催日時・場所 
  １０月 10 日（金）午後 1 時 30 分から 西木村総合開発センター農林研修室 
○協議内容 
 (1) 議会議員の定数及び任期の取扱いについての最終検討 
 (2) 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについての最終検討 
 (3) 合併協議会への報告内容検討、最終確認 
 ○協議経過等 
委員会開会後、ただちに「議会議員及び農業委員会委員の定数及び任期の 
取扱い」についての最終検討を行っております。いままで、４回の会議結果 
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を踏まえ、委員全員から、それぞれのご意見を伺い小委員会の意向を集約し、 
小委員会を終了しております。 

 
３．協議の結果 

○議会議員の定数及び任期の取扱い …別紙 １のとおり。 
○農業委員会委員の定数及び任期の取扱い …別紙 ２のとおり。 
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【協議案第１０号  議会議員の定数及び任期の取扱いについて】     別紙 １ 

小委員会としての調整内容 
①３町村の議会議員は、市町村合併の特例に関する法律（昭和 40 年法律第

6 号）第 7 条第 1 項の規定を適用し、平成１７年１０月３１日まで引き続

き新市の議会議員として在任する。 
②新市の議会議員の定数は２４人とする。 

上記選定理由 
【在任特例の適用について】 

合併後の町村の均衡ある発展に配慮するには、旧町村の議会議員が一定期

間在任し、地域住民の声を反映させる必要があります。旧町村の議員は概ね

各地域から選出されており、地域住民の声が十分に届きやすくなります。し

かし、原則を適用すれば、定数が大幅に減るため議員不在の地域が出てくる

ことも考えられます。 
新市設置時、首長、議員が共に失職し、同時選挙となった場合、行政運営、 

サービス等において住民が合併時の混乱を招く恐れもあり、これらを防ぐた

めにも旧町村の議員は必要と思われます。 
また、旧町村から新市に引き継がれる最初の予算審議、旧町村の決算にも

関わり、新市の行政運営を見届け、新しいまちづくりを円滑にスタートさせ

る必要があります。これらを考慮し、小委員会としては、市町村合併の特例

に関する法律第7条第1項の規定を適用し旧町村の議会議員が一定期間在任

することが適当と判断しました。 
【平成１７年１０月３１日までの在任期間について】 

特別職が失職する中で、議員のみが特例制度を適用し長期間在任すること 
は、財政上の問題もあり住民の理解を得られないと考えられます。先進事例

でも、おおむね 1 年位の在任期間が多いことや、原則を適用する合併協議会

も増加しております。 
 新市の最初の予算審議、また、旧町村の決算にも関与でき、在任特例のメ 
リットを生かすことができる最短の期間、さらに定例会の時期及び選挙の時 
期等も考慮し、総合的に検討した結果小委員会としては、平成１７年１０月 
３１日まで在任することが、適当と判断しました。 
【定数２４人について】 

 新市の法定上限定数は２６人でありますが、同規模の人口３万人以上４万

人未満の全国自治体の議員定数状況は、２２人以下が 8 割を超えており、議

員定数の削減が全国的な流れとなっております。しかし、合併という特殊事

情並びに行政規模の問題、さらに合併当初は新市の一体感、均衡ある発展を
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進めることが必要であることなどを考慮し、総合的に検討した結果、小委員

会としては、将来はさらに削減する必要があるとしながらも、定数２４人が

適当と判断しました。 
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【協議案第１１号  農業委員会委員の定数及び任期の取扱い】      別紙 ２ 

小委員会としての調整内容 
①３町村の農業委員会は、農業委員会等に関する法律（昭和 26 年法律第 88

号）第３４条第 1 項の規定を適用し、平成１７年７月１９日まで新市の農

業委員会として存続する。その後、一つに統合し、旧町村を区域とする３

つの選挙区を設けるものとする。 
②選挙による委員の定数は､２０人とする。 
③各選挙区ごとの委員の定数については、合併時までに調整する。 

上記選定理由 
【農業委員会等に関する法律第 34 条第 1 項の規定を適用し、平成１７年７月１９

日まで新市の農業委員会として存続し、その後、一つに統合することについて】 

行政の効率化の観点から新市施行後新たな委員定数で１つの農業委員会

を設置することが望ましいと考えますが、設置選挙を行った場合、約２ヶ月

間「農地の競売適格証明」、「耕作証明」等の証明事務や農地法の許認可事務

が滞り、住民サービスに支障をきたすことが危惧されます。そういうことか

ら、現在の農業委員の任期である平成１７年７月１９日まで、3 町村の農業

委員会を新市施行後もそれぞれ引き継ぎ、任期満了後新たに新市に１つの農

業委員会を設置することが適当と判断しました。こうすることにより、約 4
ヶ月間旧体制で証明事務や許認可事務を行うことができるとともに、その期

間内に住民周知等が行え、事務の停滞がおこらないと考えます。これは、3
町村の農業委員会からの要請でもあり、小委員会としても適当と判断しまし

た。 
【選挙による委員の定数を２０人とすることについて】 

選挙による委員の定数が２０人を超えると、農地部会を設置する必要があ

ります。農地部会が設置されると、農地の異動に関する許認可、利用関係の

調整、交換分合等の事務を総て農地部会で行うことになり、定数を法定上限

の３０人とした場合、農地部会以外の選挙委員１５人が協議、審議に加わる

機会がなくなることから、農地部会を設けず全員が今までのように、法令の

審査等にあたった方がよいということや、合併による経費の削減、農家戸数

等を考慮し、小委員会としては、２０人が適当と判断しました。 
【旧町村を区域とする３つの選挙区を設けることについて】 

農業委員は、農家や農地の実情把握が必要であり、担当区域を設けて地域

に密着した活動を行っており、選挙区を設けず選挙を行って、地域的に片寄

りが生じた場合、サービス低下を招く恐れがあります。そういうことから農

業委員会の特性として旧町村を区域とする３つの選挙区を設け、バランスよ
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く各地域から選挙による委員を選出することが望ましい考えます。これは 3
町村の農業委員会からの要請でもあり、小委員会としても適当と判断しまし

た。 
【各選挙区ごとの定数については、合併時までに調整することについて】 

各選挙区の委員の定数は、選挙人の数に比例して条例で定めることになる

が、毎年３月３１日で選挙人名簿が確定することから、合併時までに調整す

ることが適当と判断しました。 
 


